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　初秋の候、公益社団法人北

沢法人会の役員並びに会員

の皆様方におかれましては、

益々ご清祥のこととお喜び

申し上げます。

　この度の人事異動により北沢税務署長を拝命し、税

務大学校教務課長から転任してまいりました佐野で

ございます。前任の原署長同様のご厚情を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

　公益社団法人北沢法人会の役員並びに会員の皆様

方には、日頃から税務行政に対しまして深いご理解と

多大なるご協力を賜り、心から厚く御礼申し上げま

す。

　貴会におかれましては、各種研修会の開催や講演

会を通じての正しい税知識の普及や納税意識の高揚

に努められるとともに、「北澤八幡神社例大祭」への出

店、せたがや産業フェスタにおける「クリーンウォー

ク」の開催を通じた地域社会への貢献活動、女性部会

を中心とした「税に関する絵はがきコンクール」の開

催や青年部会の「ＳＫＴ連絡会」など、多種多様な活

動を積極的に展開されております。

　これもひとえに、飯野会長をはじめ役員の方々並び

に会員の皆様の日頃からの真摯なご努力の賜物であ

り、大変心強く感じますとともに、そのご努力に対し

まして、深く敬意を表する次第でございます。

　さて、今年の５月１日より改元に伴い新たな元号

「令和」が施行されることになりました。そして、現下

の税務行政を取り巻く課題として、軽減税率制度及び

インボイス方式の導入を中心とした改正消費税への

対応がございます。皆様方もご承知のとおり、令和元

年10 月1 日から消費税の税率が10％に引き上げられ

るとともに、軽減税率制度が実施されることとなりま

した。

　この軽減税率制度は、免税事業者を含む多数の事業

者の方々にとって、商品管理や区分経理等のための準

備が必要となるものです。

　国税当局としましては、事業者の皆様方に制度の内

容を十分にご理解いただき、準備を円滑に進めていた

だけるよう、関係府省庁や関係民間団体等との緊密な

連携を図りながら、周知・広報等に取り組んでいくこ

ととしております。

　法人会の皆様方におかれましては、説明会及び研修

会等の開催など積極的に取り組んでいただいている

ところでございますが、引き続き、軽減税率制度の周

知・広報等にご理解とご協力を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

　結びに当たり、公益社団法人北沢法人会の益々のご

発展と、会員の皆様方のご健勝並びに事業のご繁栄を

心から祈念いたしまして、着任のご挨拶とさせていた

だきます。

　 　  ご 　 挨 　 拶　　　
北 沢 税 務 署 長

 佐　野   崇   之



北沢税務署新任幹部の方々からのコメント

転 任 さ れ た 幹 部 の 方 々 （ 主 と し て 法 人 課 税 関 係 ）

署　　長
    さ　 の    たかゆき

佐  野　崇  之
①北海道
②スポーツ観
戦

③温故知新

副 署 長（法 担）
か  と  う   　 た  く  や  

加  藤　卓  哉
①愛知県
②ゴルフ、
ツーリング
③基本に忠実

副 署 長（総 担）
にしいずみ 　けいすけ  

西  泉　敬  介
①愛媛県
②スポーツ観
戦、ジョギング

③一生懸命

特別国税調査官（法 人）
す な だ 　 か つ み

砂 田　勝 美
①北海道
②ドライブ、
   スポーツ観戦
③健康第一

総 務 課 長
あ さ み     ゆ  き  こ

浅  見　友 紀 子  
①東京都
②園芸
③1年間よろ
しくお願い
します

法人 1 部門統括官
 く ど う 　  やすはる

工  藤　康  治
①青森県
②カラオケ
③いつも心に
太陽を

法人 2 部門統括官
なかむら  　  み  　か  

中  村　美  夏
①佐賀県
②ヨガ
③1年間どうぞ
よろしくお願
いいたします

法人３部門統括官
いながき    　け ん じ

稲  垣    賢  司
①東京都
②スポーツ観
戦、御朱印集め
③ 七 転 八 起、今
年1 年間宜しく
お願い致します

法人４部門統括官
か い は ら 　 な お き 

貝  原　直  樹
①岡山県
②フリーマーケ
ット、骨董市廻り
③家庭を大切
にする

法人５部門統括官
    い け だ　  ただす

池   田 　匡
①福岡県
②読書・散歩
③す な お な
   生き方をす
   る

審理担当上席
い け だ 　 　  け ん じ

池  田　研  司
①愛媛県

②寺社巡り

③1年間よろ

しくお願い

いたします

審理担当官
た な か 　 け ん た ろ う

田 中　健 太 郎
①山口県

②旅行、ウォー

キング

③1年間よろしく

お願いします

適　要：　役職名・氏　名

①出身地 ②趣味 ③抱負・モットー

前　　職　　名 氏　　 名 転　　出　　先

署　　長　

副 署 長（法担）

法人課税第２部門　統括国税調査官

法人課税第３部門　統括国税調査官

法人課税第４部門　統括国税調査官

法人課税第５部門　統括国税調査官

原　 省 三

入 江　 玲 美

森 井　 嘉 規

堀　　 周 策

髙 岩　　 修

杉 山　 明 人

東京国税局　調査第一部　調査審理課長

国　税　庁　長官官房　相互協議室　相互協議支援官

東京国税局　総務部　厚生課　厚生専門官

退　　　職

京橋税務署　法人課税　情報技術専門官

東京国税局　調査第一部　特別国税調査官付主査

◆愉快な生活の創造と果敢な挑戦◆
☆リネンサプライ　☆クリーニング

　   株式会社 玉川繊維工業所

本社　東京都世田谷区松原 3-40 - 7
　　パインフィールドビル 6 階
TEL　03（3327）1111（代表）
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北沢税務協力団体主催　税務懇談会・意見交換会

　令和元年７月 31 日（水）、初台オペラシティ―の東天紅で

午後５時 30 分より、北沢税務協力団体主催『北沢税務懇談

会・意見交換会』が開催されました。

　今回当番幹事会となった北沢間税会 橋本副会長の司会進

行にて、北沢納税貯蓄組合連合会の島田会長の開会のことば

にて意見交換会が始まり、北沢税務署 佐野新署長様よりご挨

拶を頂きました。

　引き続き、北沢税務署 佐野新署長様をはじめ北沢税務署の

幹部の皆様のご紹介を総務課長 浅見様より頂きました。

　その後、檀上に整列されている署の幹部の皆様と、各団体の

会員の皆様が、順番に一人ひとり名刺交換を行い、最後に、北

沢青色申告会 石塚会長の閉会のことばにより「意見交換会」

は閉会となりました。

　午後６時より北沢間税会 小野副会長の開会のことばで「懇

談会」が始まり、北沢税務署 西泉副署長様のご挨拶と乾杯の

ご発声を頂き、幹部の皆様と会員の皆様で、大いに意見交換を

し、懇親も深め、時間のたつのも忘れるほどの中、東京税理士

会北沢支部 阿部新支部長の中締めの挨拶のあと、当北沢法人

会の飯野会長閉会の挨拶を以て無事閉会となりました。

　なおこの会に先立って午後４時 30 分から 1 時間、別室に

て、税務協力団体長会議も開催されました。

　佐野新署長以下税務署幹部の皆様と各団体長とで前期の活

動実績や今後の事業計画への取り組みや「軽減税率制度」につ

いての説明、及び「税を考える週間」での事業などについて意

見交換がなされました。  

         　　 （明大前支部  副支部長 塩原 孝夫）

《意見交換会次第》
司会　北沢間税会 橋本副会長  

開会のことば………… … 島 田 会 長

当番幹事あいさつ……   宍  戸  会 長   

署長あいさつ…………   佐 野 崇 之 様

署新幹部紹介…………   浅見 友紀子 様

閉会のことば…………   石  塚  会 長

《懇 談 会 次 第》
開会のことば…………     小野副会長

乾　　杯………………    西泉敬介 様

中  締  め… …………… 阿部支部長

閉会のことば…………     飯  野  会 長

北 沢 間 税 会

北 沢 税 務 署 副 署 長

東京税理士会北沢支部

北 沢 法 人 会

北沢納税貯蓄組合連合会 

北 沢 間 税 会

北 沢 税 務 署 長

北沢税務署総務課長

北 沢 青 色 申 告 会

署長あいさつ
北沢税務署 佐野新署長

懇親会 閉会のことば
飯 野 会 長
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北沢税務署新任幹部の方々

北沢法人会のテーブルにて　　　　　　　　　　　　　　　　　　北沢法人会のテーブルにて



北沢税務署長への表敬訪問
　今年も北沢税務署は７月10 日付 人事異動に伴い原署長 後任

として佐野崇之( さの たかゆき) 署長が着任されました。北沢法

人会では正副会長、青年部会、女性部会の３グループに分かれて、

7 月16 日( 火) と24 日( 水) の両日にわたり表敬訪問しました。

佐野署長は税務大学校教務課長からの異動で、前々任( 第42 代)

の奥村署長と同じ職場だったことから引き継ぎを受けたこと。ま

た北海道の富良野税務署長時代のご苦労話等をしていただきま

した。また青年部会の時には北澤八幡祭りでまた頑張りますとの

お言葉や、女性部会の時には税に関する絵はがきコンクールを通

じた租税教育の重要性についてもお話をいただきました。

　こうした機会での意見交換等により共通理解が生まれ、署の

協力をいただきながら法人会も円滑に事業を行なうことが出来

るものと確信いたしました。

( 事務局　廣 住　純)正 副 会 長 （７月 24 日）

女 性 部 会 (7 月 16 日 )青 年 部 会 (7 月 16 日 )

様々な経済団体等で幅広くご活躍中の關口雅章氏( 北沢

法人会 相談役) が、昨年秋に藍綬褒章を受章された祝賀会

が令和元年6 月28 日( 金) にホテルニューオータニ「鳳

凰の間」で催されました。

当日は原北沢税務署長他幹部、第 30 代以降の税務署長

OB、全国間税会総連合幹部、東京国税局間税会連合会幹

部、北沢間税会役員の他にも多くの関係団体、お取引先、ご

友人、親族の方を含め

約140 名ものお客様が

集まり盛大に行われま

した。

総合司会は途中に小

噺をはさみながら絶妙

の進行役をみせた落語

家の三遊亭金時様。ミ

ニコンサートは桐朋

学園芸術短期大学出身

の女性カルテット「クランキーボックス」がおめでたい席

にぴったりの演奏をし、曲に合わせて關口さんもダンスを

踊ったりして会場を沸かせてくれました。

印象に残ったのは、とにかくご夫妻の仲がとてもよかっ

たことです。いつも奥様への気遣いを忘れない關口さん

は、きっとご家庭以外でも周囲の方たちに同様の気配りが

あるから、本日も多方面の方々に集まっていただき、お祝

いの会が出来たのだろうと思いました。

關口相談役、改めてご受賞おめでとうございました。

( 事務局　廣住　純 )

關口相談役
藍綬褒章受章祝賀会
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＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
令 和 元 年 度  初 級 簿 記 講 座

ア ン ケ ー ト 結 果
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

Q6. 来年中級また
は上級コースを
開催した場合、受
講されますか

Q7. この講習
会は何でお
知りになり
ましたか

Q1. 料金について Q2. 講習内容について

Q3. 講習回数( 全12 回) について Q4. 講習１回あたりの時間について Q5.講習開始時間(18時開始)について

広 報 誌
チ ラ シ

ポスター 当会 HP 知人・友人 その他

　令和元年７月４日( 木)14:00 ～法人会館にて女性部会主催

の『公開税務研修会』を開催し16 名の方々に出席していただ

きました。講師には、北沢税務署 法人課税第１部門 上席国税

調査官の池田研司様をお迎えして、消費税の基本的な仕組み

について、消費税の負担と納付の流れを分かりやすく説明し

て頂きました。消費税を負担する人と納める人が異なること

や、消費税を負担する人は商品等を買った( 消費した) 人であ

ることを知りました。その他、税にかかわる様々なお話もあり

ました。ざっくばらんに意見交換をする時間もあり有意義な

研修会となりました。

( 女性部会 副部会長　平塚 早苗)

女性部会　公開税務研修会
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　本年も東京税理士会北沢支部の協力をいただき、「初級簿記

講座」( 全12 回) を5 月27 日( 月) から7 月4 日( 木) の毎週月・

木曜日18 時~20 時に開催いたしました。

　今年は過去最高の22 名のお申込みをいただき、会員企業様

でも日常業務上、簿記の重要性が認識されてきたことを

感じました。

　7 月４日( 木) の修了式では、山﨑公益事業委員長より

ご挨拶と修了証の授与が行われました。次に、今年ご担当

いただいた菅野浩司先生、瀧野俊治先生からの総評をい

ただき、最後に修了書を手にニッコリ笑顔で集合写真を

撮影し修了式を終えました。最後まで頑張って出席され

た17 名の受講者の皆様、そして講師の先生お疲れ様でし

た。

　修了式のあった週末が全経簿記３級の試験日でしたの

で、後日ある生徒さんから「お陰様で合格しました！講師の

先生によく御礼の言葉をお伝えください」との連絡をいただ

き、事務局も嬉しい気持ちになりました。

（事務局　廣 住　純）

令和元年度　初級簿記講座修了式



□ 執筆者の紹介
・ 税 理 士 ： 左右（サユウ）浩正
・ 事務所所在地：世田谷区代沢４－12－15
・ 電話番号： ０３ (６４５０)９３７１
・ FAX 番号： ０３ (３４１３)０３８６
・ E-mail： info@cpasayu.com

経 理 の 知 識
消費税率の引上げに関する経過措置の概要

　前回の「消費税率の引上げと軽減税率の概要」に引き続いて、今回は、
「消費税率の引上げに関する経過措置の概要」です。経過措置が適用され
る取引（資産の譲渡等）については、令和元年 10 月 1 日以後の取引で
あっても新税率（10％）ではなく、旧税率（8％）が適用されます。
　それでは、経過措置は、どの程度、把握しておかなければならないので
しょうか。経過措置の対象商品等の売り手側になる場合には、請求書等
を発行する際に８％なのか、10％なのか明確にしなくてはいけません。
そのため、自社/ 自分の販売商品等が以下の経過措置に該当する可能性
があるかの検討が必要です。また、該当する可能性がある場合には、より
詳細に検討してください。一方で、経過措置の対象となる商品の買い手
側になる場合には、先方からいただいた請求書等を根拠として判断する
ことになりますので、あまり意識する必要はありません。 8％の請求書
等が来た場合に、問題ないか確認する程度になります。
　実際問題として、以下の経過措置において売り手側になるケースはそ
う多くないと思います。私自身、売り手側、買い手側含めて、経過措置を
意識したことがあるのは、③請負工事等、④資産の貸付けぐらいです。以
下に、経過措置の概要を記載しますが、まずは、自社の販売商品/ 方法等
が経過措置の対象となる可能性があるのかを確認してください。そのう
えで、経過措置の対象となる可能性があれば詳細に検討してください。
一方で、経過措置の対象とならないようであれば、こんな経過措置があ
るということを把握するのみで、軽く読み流していただいて問題ないと
思います。
　なお、経過措置の各規定により、旧税率（８％）が適用される令和元
年10 月 1 日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて
は、必ず経過措置を適用することとなります。

① 旅客運賃等
　令和元年 10 月 1 日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場
所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成 26 年 
4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日までの間に領収しているもの
② 電気料金等
 　継続供給契約に基づき、令和元年 10 月 1 日前から継続して供給し
ている電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、令和元年 10 月 1 日
から令和元年 10 月 31 日までの間に料金の支払を受ける権利が確定す
るもの
③ 請負工事等
 　平成 25 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間に締結した
工事（製造を含む）に係る請負契約（一定の要件に該当する測量、設計
及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含む）に基づき、令和元年 
10 月 1 日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産
の譲渡等
④ 資産の貸付け
　平成 25 年 10 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間に締結した資
産の貸付けに係る契約に基づき、令和元年 10 月 1 日前から同日以後引
き続き貸付けを行っている場合（一定の要件に該当するものに限る）に
おける、令和元年 10 月 1 日以後に行う当該資産の貸付け
⑤ 指定役務の提供
　平成 25 年 10 月 1 日から令和元年 3 月 31 日までの間に締結した役
務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじ
め定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部
又は一部が分割で支払われる契約（割賦販売法に規定する前払式特定

取引に係る契約のうち、指定役務の提供（冠婚葬祭のための施設の提供
その他の便益の提供に係る役務の提供）に係るものをいう）に基づき、令
和元年 10 月 1 日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務
の内容が一定の要件に該当する役務の提供
⑥ 予約販売に係る書籍等
　平成 31 年 4 月 1 日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続
供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を令和元年10
月1 日前に領収している場合で、その譲渡が令和元年 10 月 1 日以後に
行われるもの（軽減対象資産の譲渡等を除く）
⑦ 特定新聞
　不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発
行される新聞で、発行者が指定する発売日が令和元年 10 月 1 日前であ
るもののうち、その譲渡が令和元年 10 月 1 日以後に行われるもの（軽
減対象資産の譲渡等を除く）
⑧ 通信販売
　通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成 31 年 4 月 1 日
前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合
において、令和元年 10 月 1 日前に申込みを受け、提示した条件に従っ
て令和元年 10 月 1 日以後に行われる商品の販売（軽減対象資産の譲
渡等を除く）
⑨ 有料老人ホーム
 平成 25 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間に締結した
有料老人ホームに係る終身入居契約（入居期間中の介護料金が入居一
時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限る）に基づき、
令和元年 10 月 1 日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を
行っている場合における、令和元年 10 月 1 日以後に行われる当該入居
一時金に対応する役務の提供
⑩ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に規定する再商品化

等
 　家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家
庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を令和元年 10 月 1 日前に領
収している場合（同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も
含む）で、当該対価の領収に係る再商品化等が令和元年 10 月 1 日以後
に行われるもの
⑪ リース譲渡による課税資産の譲渡等
　事業者が平成 26 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日までの間に行っ
たリース譲渡のうち一定のもので、当該リース譲渡に係る賦払金の額で
令和元年10 月 1 日以後にその支払いの期日が到来するもの
⑫ 長期大規模工事請負契約に基づく課税資産の譲渡
　事業者が平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月30 日までの間に締
結した長期大規模工事請負契約等に基づき、令和元年 10 月 1 日以後に
目的物の引渡しを行う場合の工事の着手の日から令和元年 9 月 30 日
までの期間に対応する部分の対価の額

東京税理士会
北沢支部伝授
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　多様な働き方のひとつとして、最近、パソコンを利用し
て、オフィス以外の場所で勤務する、「テレワーク」という働
き方が注目されています。特にワーク・ライフ・バランスや
子育て支援への取り組みのなかで導入を検討する企業も増
えていますが、雇用側、就労側にとってどのようなメリット
があるのかお話したいと思います。
１．テレワークとは

　テレワークとは、「tele = 離れた所」と「work = 働く」を
あわせた造語で、情報通信技術(ICT) を活用することによ
り、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことを指し
ます。テレワークというと「在宅勤務」というイメージを持
つ事業主の方が多いようですが、テレワークは働く場所に
よって、 ①自宅利用型テレワーク( 在宅勤務)、 ②モバイル
ワーク、 ③施設利用型テレワーク( サテライトオフィス勤
務) の３つに分けられます。

厚生労働省「テレワーク導入ための労務管理等Ｑ＆Ａ集」

２．テレワーク導入のメリットと問題点・課題点

（１）労働者のメリット
・ 通勤時間の短縮
・ 業務の効率化･ 時間外労働の削減
・ 育児や介護と仕事の両立の一助に
・ 仕事と生活の調和を図ることが可能　など
（２）使用者のメリット
・ 業務効率化による生産性の向上
・ 育児･ 介護等による労働者の離職の防止
・ 遠隔地の優秀な人材の確保　　など
（３）問題点・課題点
・ 労働時間の管理が難しい
・ 仕事と仕事以外の切り分けが難しい
・ 長時間労働になりやすい　など
　テレワーク導入において適切な労務管理（労働時間の把
握）が、重要なポイントとなります。
　もちろん、テレワークを行う労働者にも、労働基準法、最
低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働

基準関係法令が適用されることも忘れてはなりません。
３．テレワーク導入の実務

　テレワーク導入をすすめる上で、下記のポイントへの対
応が必要になります。

（１）制度の整備
　就業規則の改定、運用マニュアルの整備

（２）環境の整備
　リモートアクセス環境の整備、コミュニケーションツー

ル、セキュリティ対策
（３）業務の整備
　現行の業務課題の洗い出し、テレワーク可能な業務の整理

（４）管理体制の整備
　労務管理の強化、情報共有の強化、マネジメントの見直し

（５）意識改革
　経営層の意識改革、管理職の意識改革、一般社員の意識改革
　導入する上で、いきなりの全体導入は難しいと思います
ので、まず先行して一部の社員でトライアルを実施するの
がよいかと思います。トライアル社員を誰にして、どんな仕
事をするか、期間はどのくらいにするのか、期間中の頻度な
ど、具体的に選定し、働く環境・場所を確保し、実施します。
　特に在宅勤務のトライアルを行う場合は、よりメリット
とデメリットを明確にする目的で、すべて在宅にはせず、在
宅を週に2 回とするなど、会社への出勤と組み合わせて実施
することもよいでしょう。
　トライアル期間後、トライアル社員・上司などからアン
ケートを実施し、問題点・課題点を抽出して、全体導入へ改
善を試みます。
　厚生労働省では、「テレワークにおける適切な労務管理の
ためのガイドライン」を作成していますし、東京都でも、テ
レワークの体験などができる「東京テレワーク推進セン
ター」を飯田橋に設置しています。また、導入に係る費用を
補助する助成金も多く出ておりますので、活用してみては
いかがでしょうか。

「大切ですよ！就業規則」第 50 回  社会保険労務士　大竹謙一ワンポイント
ア ド バ イ ス

～ 働き方改革関連法⑤ 　 テ レ ワ ー ク 制 度 の 導 入 ～

◆会社の人事・労務管理ご相談ください◆

大竹労務マネジメント事務所
社会保険労務士　大  竹 　 謙  一

世田谷区給田 3-34-7-203  TEL:03-6671-2878  
　ご相談は、ホームページからもお受け致します。

URL: www.o-roumu.jp 
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【債権回収シリーズ　きほん】法  律  相  談

「保証をとる・・・新民法施行が迫る!!」
■保　証

　取引額が大きくなった場合，代金等の貸倒リスクに備
えて，人的担保として保証（又は根保証）をとることが考
えられます。
　ただ単に「保証人を用意して下さい」と言うと角が立
つようであれば，契約書の作成をお願いしてその中に次
のような（連帯）保証人の条項を盛り込むことも考えら
れます。

■保証に関する法改正

　保証は担保として有用な反面，安易に保証をしたこと
により主債務者の倒産に伴いその保証人も経済的に破綻
することがあり，社会的に問題視されてきました。
　このような問題意識から，民法の改正により保証制度
に規制がかかり，その改正民法の施行日は2020 年4 月1
日とされております。
保証に関する改正のうち特に重要なものを２つご紹介し
ます。
①個人の「根」保証契約の規制
　法人ではなく，個人による根保証契約については，書面
等で極度額（限度額）を定めなければ，効力を生じません

（新民法§465 の 2 Ⅱ，Ⅲ）。
→建物等を賃貸する際に，保証人を用意してもらうこと
が多いと思いますが，通常，賃料債権だけでなく損害賠償

請求権など契約から生ずる一切の債権を担保対象としま
すので，これは，いわゆる「根」保証契約です。そして，保
証人には，賃借人の両親など，個人になってもらうことが
少なくないと思います。
　ですから，新民法施行後に，賃貸借契約に関して，賃借
人の両親など個人に保証人になってもらうには，次のよ
うに極度額を定める必要があります。

　もし，極度額を定めないと，保証契約が無効となり，保
証人とされた人に責任を追及することができなくなって
しまいますので，注意が必要です。
②事業に関係する債務についての保証の特則
　主債務者が法人である場合のその（代表）取締役など
による保証（いわゆる「経営者保証」）の場合を除き，個
人が，事業のための貸金等債務を対象とする保証契約又
は根保証契約を締結するには，公正証書によりその保証
意思を確認していなければ，その効力を生じません（新
民法§465 の6 Ⅰ，Ⅲ，§465 の9）。
→ですから，新民法施行後に，事業資金の借入などに際し
て，個人の第三者に保証人になってもらう場合，公正証書
によりその人の保証意思を確認することを忘れないよう
に注意してください。
　詳細については身近な専門家にご相談ください。

桑 原 法 律 事 務 所
弁護士　桑 原 慎 也

〒 156-0043 世田谷区松原 1-37-21 小野ビル 4 階
電 話：０３( ５３５５) ０８１８
業務時間： 平日 9:30 ～ 17:30

執 筆 者 紹 介

【例】

保証確約書

　　丙は，○年○月○日付賃貸借契約に基づく甲の
乙に対する一切の債務を連帯保証します。

　但し，極度額○○万円

令和　年　月　日　　　　　　　　　　　

　世田谷区松原○−○　　　　
丙（連帯保証人）北沢太郎　　　印

【例】

　○条　丙は，乙の甲に対する○条所定の代金債務を
連帯保証する。

（中　略）

　　　　　　　世田谷区松原○−○
丙（連帯保証人）北沢太郎　　　印
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ジャパンプライズ株式会社

代表取締役　中 西  勉

☎ 03-5384-3081

順 不 同

2019 年

残暑お見舞い申し上げます

株式会社  ナ  カ  ス
代表取締役　陳　  厚  銘

☎ 03-3323-1641

常務取締役　善養寺 大作

株式会社 大成出版社

取締役会長　松林　久行

☎03-3321-4132

株式会社 玉川繊維工業所

代表取締役社長　梅森　文寿

☎03-3327-1111

株式会社 ベルモード

代表取締役　久保　弘憲

☎ 03-3306-3210

株式会社 山崎工務店
代表取締役 山 﨑 　登

☎ 090-1600-5773
山 﨑 富美子取   締   役

大同生命保険 株式会社
　　　　渋谷支社

第四営業課長　水野　雄介

☎03-5489-6800

AIG 損害保険 株式会社
東京第一プロチャネル営業部

☎ 03-6894-9100

部  長 上 原 和 彦

アフラック東京第一支社

支 社 長 東内　修司

☎ 03-6757-2603
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順 不 同

2019 年

残暑お見舞い申し上げます

有限会社第一相互不動産

代表取締役　上 柳 隆 夫

☎03-3427-6541

一

株式会社 SGコーポレーション

代表取締役　川村　貴志

☎03-6303-4141

旭鮨総本店 株式会社
下高井戸本店

代表取締役　丹 羽  豊

☎ 03-3322-3331

芝信用金庫　代沢支店

支　店　長 増 井 敏 博

☎ 03-3412-6581

エル・パッケージ株式会社

☎ 03-5301-8600

代表取締役 野田  三重子

株式会社  i - t e c 2 4

　代表取締役  岩本 由起子

☎ 03-5301-5231

株式会社 ユニワールド

代表取締役 塩原　孝夫

☎ 03-5376-7233
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有限会社 華 多 岐

☎ 03-3328-3338

代表取締役 本 橋 はるみ

有限会社 経堂ケアサービス

☎ 03-3420-4646

代表取締役 鳥 居 佐智子

順 不 同

2019 年

残暑お見舞い申し上げます

有限会社 西東京物流

代表取締役　櫻 井 　彰

☎ 03-5384-9491

株式会社ＪＡ東京中央
セレモニーセンター

代表取締役　丹野　浩成

☎03-5315-1717

㈱マイライフ・ハウジング
+Ｋ2Ａ一級建築士事務所

☎ 03-3427-7051

主　宰　竹 股  克 之

三益不動産株式会社

☎ 03-6805-2111

代表取締役社長 望 月  章 次

高宮株式会社

☎ 03-6379-8902

代表取締役 高 宮  英 輝

有限会社 ガットデザイン

☎ 03-3403-1977

代表取締役 細 井  眞 一

有限会社 ナ ガ ヌ マ

☎ 03-3465-7343

代表取締役 長 沼  洋一郎
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川柳を公募致します

◆募集内容…「日常生活」をテーマとした自作未発表

　の「川柳」（五・七・五の17音の短詩。風刺・こっけい

  　が特色）

◆締　　切…2019 年 11 月 30 日 ( 土 )

◆賞…最優秀賞	 １名（3,000 円分ギフト券 )

　　　優 秀 賞	 ２名（1,000 円分ギフト券）

　　　佳　　作	 10 名（記念品）

◆応募方法…氏名・年齢・ペンネーム（必須）・〒住

所・電話番号をご記入の上、郵便もしくはファッ

クス及びメールにて北沢法人会事務局宛にお送り

下さい。

◆審査員…北沢法人会広報委員会

◆結果発表…広報誌「ほうじん北沢」（当誌）

　　　　　　2020年１月号に掲載

◆入選作品の扱い…入選作品の著作権は主催者に帰

属致します。

◆提出先・お問い合わせ

　〒 154-0022  東京都世田谷区梅丘 1-43-1

　公益社団法人 北沢法人会「川柳コンテスト」係

　TEL  03-5450-7121    FAX 03-5450-7122

　E メール：info@kitazawahoujinkai.or.jp

第2回　ほうじん北沢　川柳コンテスト
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会員増強・大型保障制度推進会議
　令和元年７月10 日 下北沢の「ラ・ベファーナ」で会員増強・

大型保障制度推進会議が開催されました。飯野会長の挨拶の

後、AIG 損害保険㈱ プロダクションアンダーライター飯田賢

一様による「健康経営」についてセミナーが開催されました。

　その後大同生命保険㈱渋谷支社の安田支社長、AIG 損害保

険㈱法人会開発推進部　法人会戦略推進部　肥塚部長から挨

拶があり、各社の推進委員のご紹介がありました。続いて新任

の瀬川組織委員長から今年の会員増強目標についてご挨拶を

いただきました。その後の懇親会では馬場副会長の挨拶、千葉

厚生委員長の乾杯により懇談会が始まりました。美味しいイ

タリア料理で賑やかに進み、最後は広瀬副会長の中締め、飛田

組織副委員長の閉会の言葉で、推進会議が終了しました。

　今後の会員増強と福利厚生制度の推進が期待されます。

（事務局　廣 住　純）

　７月15 日16 日と大阪に行ってまいりました。

　宿泊先はCONRAD 大阪という、できてまだ2 年目の超

高層のホテルでした。

　私の部屋は35 階で、大阪の南面が大阪湾まで眺められ

る素晴らしいお部屋でした。私が今まで泊まったことがな

いような立派なお部屋で、ドアを開けるとカーテンが自動

的にスルスルと開き、電気がパッとつくといったお部屋で

した。

　全国の法人会役員の方々、納税協会役員の方々厚生関係

の委員さんが60 名集まり会議が開かれました。

　大同生命の事業報告ということで大同生命工藤社長が

会社の業績や今後の目標などをお話されました。その後、

田村尚之プロゴルファーが講演をいただき、ゴルフがうま

くなる秘訣を教えてくれました。

　その後のパーティーでは、「惣花」という先日頂いた、宮

内庁御用達のお酒が振る舞われました。

　歩いていける大同生命の大阪本社

に移り、大同生命の歴史などを紹介し

た特別展示を見せていただき、丁寧な

説明をしていただきました。

　歴史の中の加島屋の立ち位置と、大

同生命の創業者の一人である広岡浅

子さんという偉人がTV で見たままの

方であったということがよく理解できました。

　注目すべきは、歴史に名だたる方のお名前がたくさん出

てくるということです。土方歳三や近藤勇などです。伊藤

博文の名前も出てきました。

　広岡浅子さんは、激動の時代を生き抜かれた方で、事業

が大変な中、女子教育を重んじ、日本女子大を設立される。

奇しくも私の母が日本女子大出なので、余計感慨が深かっ

たです。

（厚生担当副会長　広 瀬　淡）

大同生命保険㈱
代表取締役社長

工 藤　稔 氏

大同生命 事業報告懇談会 大阪本社見学会に参加して

村　上　葬　祭
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　渡瀨靖夫顧問( 85 歳) が令
和元年 6 月28 日に心不全で
ご逝去されました。
　ご葬儀は南青山の梅窓院 
観音堂で７月５日( 金) にお
通夜、翌日に告別式が営ま
れました。葬儀には会社の
お取引先や金融機関の他、
保坂世田谷区長、群馬県川
場村外山村長、ライオンズ

クラブ、東京商工会議所、税務協力団体関係等から大勢の
方が参列にご来場され、お通夜の日はご焼香の列が会場
の外まで 100 メートル以上お並びいただく程でした。
　お通夜の前には、渡瀨顧問の税務行政に対する顕著な
貢献に対し、東京国税局長からの感謝状が原北沢税務署
長より贈呈され祭壇に飾られました。
　渡瀨顧問は平成 13 年(2001) から北沢法人会第６代会
長を３期６年間歴任し、その後顧問として長年法人会を

支えていただきました。
　特に現在の法人会館取得の際には当時の折元会長と共
に東奔西走していただき、その際には多くのエピソード
があることを伺いました。
　また会長在任中の平成 17 年(2005) には社団化 30 周
年記念式典をこまばエミナースで開催されました。
　他にも昭和 53 年(1978) には初代青年部会長にご就任
し、青年部会ＳＫＴ( 世田谷、北沢、玉川) 連絡会を提唱し
設立されました。以来三法人会の青年部会はお互いに切
磋琢磨しながら成長することができました。
　渡瀨顧問が遺していただいた数々の功績やその強い遺
志を忘れることなく、今後も北沢法人会が益々発展する
ことが渡瀨顧問への最大の供養になると思います。
　改めて渡瀨顧問のご冥福をお祈り申し上げるととも
に、昨年 11 月 16 日に 81 歳で先立たれた奥様の里子様
と天国でのんびりお過ごしください。
　本当に有難うござました。

　　　　　　　　　　　　( 事務局　廣 住　純 )

渡 瀨 靖 夫 顧 問 ご 逝 去 を 悼 ん で

思い出の写真東京国税局長感謝状が北沢税務署原署長から手渡されました

位牌を手にする渡瀨丈史氏とお姉様

ご親族の方々
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　令和元年６月 21 日（金）18:00 ～20:00、ス

ポーツクラブルネサンス経堂の会場にて、通算

で第５回目となるスポーツフェスタを開催い

たしました。

　経堂支部・千歳台船橋支部・桜上水支部の会

員の20 名の皆様にご参加をいただきました。

　西原支部長より開会のあいさつをいただき、

準備運動は“カラダ動く15”でカラダの状況を

確認。

　その後、アロマストレッチ40・ゴルフのレッスン・マシンジムでトレー

ニングと楽しく汗を流す事が出来ました。

　温浴施設では、お風呂・サウナでリフレッシュ…といいたいところです

が、中には汗をかいた分ビールを飲みすぎた方たちもいらっしゃったよう

です(^_^)。

　これを機会に体を動かす楽しさを感じていただく事が出来ました。

　（経堂支部・厚生委員　佐々木  一）

経 堂 支 部  第５回  ス ポ ー ツ フ ェ ス タ

明大前支部  第 １ 回  公 開 税 務 研 修 会
明大前支部では、令和元年７月 23 日

( 火) に、第１回の公開税務研修会を開

催しました。第一部は昭和信用金庫明大

前支店の会議室をお貸りして、北沢税務

署 法人課税第一部門 上席調査官 池田 

研司 様（写真左）に講師をお願いし、あ

と約２ヶ月後に実施されることになりました「消費税軽減

税率制度」をテーマにお話しを頂きました。第一部の研修会

は、22 名の方に参加頂きました。

税務研修の内容としては、軽減税率の対象品目の範囲に

ついて、イメージ図を用いて分かり易くご説明して頂きま

した。食料品の小売業を営む事業者だけでなく、すべの事業

者が、日々の業務で対応が必要となることについて大変勉

強になりました。

具体的には、次のような内容です。

 1、仕入先から交付された請求書等に記載された適用税

率が正しいか確認

 2、毎日の売上げ・仕入れ( 経費) を税率ごとに区分して

帳簿に記帳

 3、必要に応じ、複数税率に対応したレジを導入・改修

 4、必要事項を記載した請求書等を売上先に交付

このように日々の取引を適切に区分しておかないと、適

切な申告と納税ができないのでこれまで以上に日々の会計

処理を適正に実施することが必要になると感じました。

研修の最後に少しだけ、キャッシュレス・ポイント還元に

ついてと軽減税率対策補助金についてもパンフレットで説

明をして頂きました。

第二部は、場所を変えまして、京王線明大前駅前のピッ

ツァサルヴァトーレ クモオにて、会員懇親会を開催しまし

た。第二部の司会は、明大前の名司会者㈱ロードスターの深

見さんです。

第二部の懇親会には、当日近くに居られた当会の飯野会

長がサプライズで参加されました。料理の提供の順番の間

違いがありお土産で持ちかえるというハプニングもありま

したが、懇親会も大変盛りあがりました。明大前支部の第２

回税務研修会は 2020 年３月の中旬を予定していますの

で、次回も大勢の会員のご参加をお待ちしています。

（明大前支部 副支部長  山田 稔幸）
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　令和元年７月 23 日( 火)、小雨の中、下北沢支部バス移動

研修会を実施しました。

　午前８時、下北沢交番前から大型バスに乗り込み、総勢 

23 名にて山梨県へ向かいました。

　車中にて、ガイドさん、飛田支部長挨拶、吉田二丁目南町会

長、金子副会長等のお話しを聞きながら、配布された朝御飯

のおにぎりをモグモグ、お茶をゴックン。はじめは、甲州市の

ハーブ庭園旅日記勝沼庭園にてハーブの説明を聞いたあと、

店内でハーブ使用の化粧品のお試しや濃厚ブルーベリード

リンク試飲やレーズンの試食等をして、お買い物。外に出る

頃には、雨はすっかり上がって、眩しいくらいの良い天気に

なっていました。きっと参加者の皆様の心がけの良いお陰で

しょう。

　バスにて富士河口湖町のレストラン、シルバンスへ移動し

ました。イタリアンビュッフェでピザやローストビーフを堪

能して、いざ桃

狩りへ。金桜園

さんで、各自４

こづつ桃狩り

をしたあと、日

陰で２つも桃

を頬張って、お

腹は一杯です。

バスで 10 分程で、桔梗屋さんへ到着。信玄餅の製造工程の

工場見学のあと、信玄餅包装体験をしました。

　帰路、里の駅に立ち寄り、お土産物の購入タイム。夕方のた

めか、みなさんお目当ての野菜が少なくて、急遽もう一軒、道

の駅に立ち寄りました。

　車中は、ビールとおつまみの配布もあり、髙橋相談役の役

に立つ年金クイズ( 正解者には景品あり!) もありました。

　異業者交流も出来、楽しくてお腹一杯お土産一杯の旅でし

た。ご参加下さった皆様、お疲れ様でした。又、来年も楽しみ

ましょう！

（下北沢支部 副支部長 大槻 慶子）

下 北 沢 支 部  バ ス 移 動 研 修 会

　代沢・代田支部は、令和元年８月１

日、北沢タウンホール第ニ集会所で参

加者14 名にて公開税務研修会と、第

二部では北沢警察署生活安全課長を

招いて講演を行って頂いた。

　先ず望月支部長は、参議院選挙の結

果、増税路線が維持・信任された形と

なり、10 月１日からの消費税増税に

対応していかなければならないと挨拶をした。

　第一部の公開税務研修会では北沢税務署 法人課税第一

部門上席国税調査官 池田研司様に行って頂きましたとこ

ろ、今回の税制改正は、事業者の事務負担が増えると説明

し、軽減税率の実際の事務作業の注意事項や軽減税率の対

象（線引事例集）を講演された。 消費税の仕入れ税額控除

の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿や請求

書の保存が必要であり、その対象品目も売り手の意思によ

る判断となる（例えば氷や魚などでも飲食用かその他の目

的なのかで税率が異なる。）。などの説明がなされた。

　そのため、消費税の基本的な仕組みから実務上の注意点

を講義され、参加者の理解が深まったと感じた。

　続いて第二部では北沢警察署生活安全課長矢部二葉様

は、特殊詐欺の実態を踏まえて、我々にもできる対策を講演

された。特殊詐欺は、一件当たりの被害が大きく被害者も高

齢者が多く、昨年は 3,913 件で 67 億円の被害であった。

　種類としては還付金詐欺が多く、「03」で始まる番号でも海

外からかかってくるなど手口は巧妙で電話には出ない、怪し

い葉書きが着たら警察にまず相談するなどの対策を心がけ

てほしいとのことだった。  （代沢・代田支部 幹事 阿川 健志）

代沢・代田支部  第１回 公開税務研修会

　　　　　　　～スマートフォンへのPRが主流の時代～　　　　
　貴社ホームページやブログに　　

　　　　各種印刷物から簡単アプローチ　

　　　　

　

TEL.03(5376)7233

○※▲◇×   検 索 の表記は過去のもの上のモザイクを
スマートフォンの
カメラ▷バーコード

読取りモードで

㈱ユニワールド

貼り込むタイプ▶シール印刷  :   70枚1,250円～

ス
マ
ホ
に

直
結
P
R

上記価格には消費税、送料、初期設定費用などは含んでおりません。
名刺、封筒、特殊紙、製本印刷物、20ミリ以上の空きスペースのないもの
などへの追加による刷り込みは出来ません。

QRコード印刷
お手持ちのパンフレット・カタログなどに　　　
追加で刷り込み▶追 加 印 刷 : 100枚1,500円～
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経 堂 支 部   経  堂  ま  つ  り
　サンバのリズムと大根踊りの太鼓の響きに導かれ、経堂駅

周辺の辻々から人々が湧き出るように賑やかに集い合った

経堂まつりが、令和に入ってはじめて７月 20 日・21 日の２

日間に亘ってハートフル農大通りで開催されました。

　我が経堂支部は、駅前広場の一番目立つ場所にブースを構

え、支部員は二日で総勢 31 名で参加しました。北沢法人会の

青いのぼり旗を高く掲げ、鐘の音を合図に、恒例の税金クイ

ズを①13:00 〜 ②15:00 〜の２回に分けて実施しました。

　今年も、税金クイズの景品を多くの協賛企業のご協力で、

くじに当たっても外れてもクイズ参加者全員に景品をお渡

しすることができました。特に今年は、小さなお子様連れの

ご家族が沢山参加してくださり、10 月から導入される軽減

税率の食料品に対する適用の範囲は、外食？持ち帰った時？

一番納税額が多い税金は、消

費税？所得税？など。

　猛暑の中でしたが 300 人

を超える方々が税金クイズ

に参加してくださり、特に夏

休み最初の週末を親子で税

について楽しみながら考え

る微笑ましい姿が、駅前広場

のあちこちに見られ、汗だく

になりながらも経堂支部員

一同の達成感とお疲れさまの乾杯！の冷たいビールは格別

でした。

（経堂支部 副支部長  岡本 のぶ子）

　７月 21 日( 日)、ちとふな祭りは暑い最中のお祭りで、最近

は夕方４時開催となっているが準備は 2 時半より行なった。

　暑い盛りに始める事になる。綿飴は器械を据えたばかりな

のに子ども達は並ぼうとする。

　「まだまだ、まだまだ！準備中だよ！」「4 時から！４時か

ら！」 何を言ってもそのままだ。

　邪魔だと思いつつも嬉しくもある。始まるとすぐ子ども達

の行列ができる。よーし美味しい綿飴を作るぞ！子ども達を

喜ばそうと作り始めると、どうも綿飴機の調子が変だ。前回調

子は良かったはず、器械は支部の篤志家から寄付してもらい

まだ新しい。

　何が原因か調べながら、掃除してみたり止めてみたり回線

を見たり目黒支部長と二人で子ども達にあやまりながら、そ

れでも100 以上は作ったと思うが、最後は並ばないよう「こ

こが最後です」と係員が居て断りつつ、後２～3 人でと思った

らまた並んでしまって、最後は「半分ずつでごめんね、お金は

要らないからね。また今度来てね。」子ども達の不思議そうな

顔がだんだん笑顔になって皆ほっとした。

　税金クイズもやった。子ども用のクイズの中に軽減税率が

千歳台・船橋支部 ちとふな祭りの税金クイズと綿飴

らみの問題があった。お店で食べると 110 円、家で食べる

と108 円、その答えを聞いた三年生位の男の子はすぐに

「家で食べる方が得だね」と大きな声で言った。

　傍に居た父親は「そうだよ」と言いながら自慢げだった。

当方は、これでこの子は税金への関心が高くなった事間違

い無しだと思う。

　お祭りへの参加は何かと大変だが地域への貢献である

と共に、楽しさと充実感がある。

（千歳台・船橋支部 副支部長 山 﨑　登）
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世代をまたいでお家を守るお手伝い
　当社は、「光触媒」による内外壁の塗装や、リフォーム工事
を手がけています。
　社名の由来でもある、「Trust - 信頼-」は、全てのお仕事は
信頼関係から、を企業理念とし、世代を跨いで大切なお住ま
いを守るお手伝いができればと思っております。

光 触 媒 と は
　住宅の壁の有害物質を除去したり、劣化を防いだりする効
果のある商材です。光触媒が含んでいる「酸化チタン」は汚れ
を分解させる機能に優れており、「エコ、地球環境」への注目度
が年々高まっている中で、同時にニーズも上がっています。

　塗装することで外壁・内壁の“寿命”も長くなるので、家の
塗装メンテナンスに掛かる費用の削減になるのです。
　お客様が安心してお家で過ごす姿を思い浮かべながら、心
を込めて、施工させて頂いております。
　お家のご相談・お見積りはお気軽にご連絡ください。

会員紹介 　 株式会社 光トラスト　（下北沢支部）

所在地：〒 150-0031 渋谷区桜丘町 31-8 渋谷ビレッヂ南平台 3F

電話番号：03-6416-9499　 FAX 番号：03-6416-9489

フリーダイヤル：0120-169-499

営業時間：9 :00 ～ 18:00　　　休日：土曜・日曜・祝日

事業内容：光触媒コーティング事業、リフォーム内装工事業、

　　店舗・集合住宅・戸建て住宅の塗装工事及び屋根工事業

 　

　株式会社ジェイコム東京世田谷局は本年6 月に法人統合を

行い株式会社ジェイコムイーストから株式会社ジェイコム東

京世田谷局に社名を変更いたしました。

　J:COM 世田谷局では、デイリーニュースを通じて、地元の

話題などを地域の皆さまにお届けしております。

　ご視聴環境があるご家庭の皆さまは是非11 チャンネルをお

楽しみください。

　また、テレビ、インターネット、電話の基本サービスに加え、

J:COM HOME が新たにサービス開始されました。電気、ガス

と合わせて、ぜひこの機会にご加入をご検討ください。

　CM などでもおなじみのマスコットキャラクター 「ざっ

くぅ」 のオリジナルグッズプレゼントをご用意してお待ちし

ております。

会員紹介 　 株式会社 ジェイコム東京世田谷局　（経堂支部）

社　名：株式会社ジェイコム東京世田谷局

所在地：世田谷区経堂 5-32-8　マーベラス経堂４F

電話番号：０３（５９３１）３２２０　担当：桑 畑

定休日：水曜日



『生き物博士？？』

　カブトムシ、クワガタ、山梨県出身なので、知り合いの

桃農家の方が夏になると毎日捕まえてきてくれました。

毎年数十匹はもらっていたので友達に配っていました。

　実際にカブトムシやクワガタを自分でも捕りに行って

ました。山梨県は採集できる場所も多く、クワガタは何種

類も捕れました。こんな環境で育ったので、とにかく生き

物が好きで、いろいろな生き物を捕まえてきては家で飼

うようになりました。

　バッタ、カマキリ、ゲンゴロウなど水生昆虫、他にもカ

エル、トカゲ、ザリガニ…種類を挙げたらきりがないで

す。魚釣りを始めてからは釣ってきた川魚を飼うように

なり、ナマズやブラックバスも飼いました。

　こだわりは身近で捕まえられる生き物を飼うことで、

哺乳類や鳥類、熱帯魚や海水魚（海が無いので） は興味

ありませんでした。次第に周りからは生き物博士と呼ば

れるようになりました。噂を聞いて知り合いのおじさん

たちが、スッポンやウナギ、ウシガエル（食用ガエル）を

届けてくれたこともありましたが、この３種は大きすぎ

て飼うのを断念して引き取ってもらいました。

　今の会社に入る前までは、道端や公園などで生き物を

見つけることも多かったのですが（祖師谷公園でクワガ

タを見つけたり）、最近は忙しさに追われて忘れてます

ね。視力はだいぶ衰え、老眼もだいぶ進んできましたが、

生き物を見つける動体視力は衰えてないと思いたい。こ

れを機にまたふと立ち止まってみようかな！

　　　　　　　　　　　　( 桜上水支部　高宮 英輝 )

****************************************************************

『旅行は寛容を教えてくれる』

　この言葉はイギリスの文人ベンジャミン・ディズレ

リーの言葉である。「大自然に触れ、知らないものに触れ、

他人の言動に触れると、心が広くなり、素直な気持ちにな

れる」これは我が家の日めくりカレンダー7 日目の一説

である。結婚当初より家のダイニングにこの日めくりが

掛かっている。7 日という日を気に掛けていたわけでは

なかったが、記念日は忘れないようにと七夕、7 月7 日に

入籍をした。その後7 日に印をつけ、毎月のようにその印

が目に留まる。新婚旅行は11 月にハワイに行った。今年

で結婚15 年水晶婚式になる。

　想えば、この日めくりのお蔭かもしれないが、頭の中に

7 日が刷り込まれ、結婚15 年間毎年この日前後には海外

１４回、国内１回（喪中の為国内）旅行に出かけている。

言うなればこの日めくりは、年に一度の7 月7 日旅めく

りカレンダーのような存在になっている。

　今年はロンドンに行った。旅のキーポイントはいつも

世界遺産、またツアーでは決して行かず、独自の計画を立

てる。何よりも街に触れ、街の人と触れ合うなど、旅して

いるのではなく、生活をしに行くことを心がけている。し

たがって、朝食はホテルでゆっくり、途中休憩は公園や喫

茶店などで取り放題、昼食は街で見かけ気に入ったレス

トランで、必ずビールは欠かさない。疲れたらホテルに帰

り、夕方からは街を散歩、ホテル近くの公園で一休み、そ

の後ゆっくり夕食をとり、次の日の予定を確認する。時に

は、近くのスーパーで買い物し、部屋で済ませることもあ

る。

　ロンドン停泊 6 日、ホテルのフロントとも仲良くな

り、近くのコンビニ店員とも顔見知りになり、毎早朝ホテ

ル前でたばこを吸いながら、街の通勤光景を目にし、ホー

ムレスが酔いながらそぞろ歩き、どこへ行くのだろうと

想像し一日が始まる。

　故ディズレリー氏の言葉通り、祖国のロンドンにて『心

が広くなり、素直な気持ちになれる』事、実感できている

ように思う。

（梅丘支部　竹股 克之）

リ レ ー 後 記
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第１問　答え　②日本放送協会（NHK）

　法人税法上、法人の区分に応じて、課

税所得等の範囲や税率に際が設けられ

ています。日本放送協会は、法人税法上、

公共法人に該当し、公共法人は納税義務

がありません。特定非営利活動法人は、

特定非営利活動促進法により、法人税法

に規定する公益法人等とみなすことと

されており、法人税法上、公益法人等に

は、収益事業からなる所得に対してのみ

課税されます。したがって、法人税の納

税義務者になりえないのは日本放送協

会となります。

第２問　答え　②１９％

法人税率については、法人税法第66 条

に規定されており、平成30 年４月１日

以後開始事業年度の法人税率は23.2％

と規定されています。なお、同条では、資

本金１億円以下の法人の年800 万円以

下の所得の金額については、法人税率を

19％とするとも規定されています。とこ

ろで、法人税の確定申告を作成する際、

年800 万円以下の所得の金額について

法人税率を15％として算出しているの

ではないでしょうか。これは、誤りでは

なく、法人税法で規定されている19％の

税率について、これを15％にするという

租税特別措置法の規定があるためです。

実務上は15％ですが、今回の問題は、法

人税法に規定されている税率となって

いますので、19％が正解となります。

税 金 ク イ ズ の 答 え
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訃　　報

明大前支部会員

株式会社 ツノイオートサービス

代表取締役

角 井  勝 昭  様
令和元年５月 17 日にご逝去さ
れました。謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。

訃　　報

千歳台・船橋支部会員

有限会社 ニューライフ社
代表取締役会長

小 山 　 哲 男  様

令和元年７月 11 日にご逝去さ
れました。謹んでご冥福をお祈
り申し上げます。




